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親
会
社
監
査
役
の

子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て

大

賀

祥

充

一二三四五

は
し
が
ぎ

監
査
役
の
報
告
徴
収
権
限

会
計
監
査
人
の
報
告
徴
収
権
限

会
計
監
査
人
の
職
務
権
限
と
資
本
金
一
億
円
以
下
の
小
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
職
務
権
限
と
の
比
較

む
す
び

は
　
し
　
が
　
き

　
こ
の
た
び
の
商
法
改
正
法
（
和
昭
四
九
年
法
律
二
一
号
）
は
、
第
二
七
四
条
ノ
三
を
新
設
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

業
報
告
徴
収
権
限
お
よ
び
業
務
財
産
状
況
調
査
権
限
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、

り
な
く
、
す
べ
て
の
株
式
会
社
の
監
査
役
に
適
用
さ
れ
る
（
監
査
特
例
法
第
二
五
条
参
照
）
。

　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て

株
式
会
社
の
監
査
役
に
、
子
会
社
に
対
す
る
営

同
条
は
、
株
式
会
社
の
資
本
の
額
の
大
小
に
係
わ

二
七
　
　
（
一
一
七
九
）



　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
（
二
八
○
）

　
こ
の
こ
と
は
、
株
式
会
社
の
監
査
役
の
職
務
が
、
資
本
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
に
お
け
る
よ
う
に
会
計
監
査
の
み
な
ら
ず
業
務
監

査
に
ま
で
及
ぶ
か
（
商
法
第
二
七
四
条
参
照
）
、
そ
れ
と
も
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
よ
う
に
基
本
的
に
は
会
計
監
査
に
限
ら

れ
る
か
（
監
査
特
例
法
第
一
三
条
お
よ
び
第
二
五
条
参
照
）
に
拘
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
つ
て
、
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
の
第
一
項
の
文
言
か

ら
み
れ
ば
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
あ
つ
て
も
同
条
が
直
接
に
適
用
さ
れ
る
結
果
、
親
会
社
の
監
査
役
は
そ
の
職
務
を
行
な
う

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
子
会
社
に
対
し
「
営
業
ノ
報
告
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
一
つ
検
討
を
要
す
る
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
監
査
役
の
職
務
が
株
式
会
社
の
資
本
の
額
の
大
小
に
よ
つ
て
異
な
る
以

上
、
そ
の
権
限
も
当
然
そ
の
職
務
遂
行
と
の
係
わ
り
で
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収

権
限
も
、
親
会
社
の
資
本
の
額
の
大
小
に
よ
つ
て
、
そ
の
対
象
な
い
し
範
囲
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
は
し
な
い
か
、
言
葉
を
か
え
て
よ
り
具
体
的

に
云
え
ば
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
場
合
、
当
該
親
会
社
の
監
査
役
が
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
そ
の
子
会

社
に
対
し
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
営
業
ノ
報
告
」
（
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
参
照
）
で
は
な
く
て
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
　
（
監
査

特
例
法
第
七
条
第
三
項
参
照
）
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
資
本
の
額
が
五
億
円
以
上
の
株
式
会
社
に
あ
つ
て
、
監
査
役
の
ほ
か
に
監
査
を
担
う
べ
ぎ
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
は
、
監
査
特
例

法
（
昭
和
四
九
年
法
律
一
三
号
）
第
七
条
第
三
項
が
、
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
と
同
趣
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
も
の
の
、
会
計
監
査
人
が
そ
の
職

務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
子
会
社
に
対
し
て
報
告
を
求
め
う
る
の
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
．

会
計
監
査
人
の
職
務
権
限
は
基
本
的
に
は
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査

役
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
云
つ
て
よ
い
（
監
査
特
例
法
第
七
条
お
よ
び
笙
三
条
参
照
）
．

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
．
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
場
合
、
監
査
役
の
職
務
権
限
は
基
本
的
に
は
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
だ
け
は
、
た
と
え
「
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
為
必
要
ア
ル
ト
キ
」
に
限
ら
れ
る
と
は
云
え
、
商



法
第
二
七
四
条
ノ
三
の
文
言
通
り
「
営
業
ノ
報
告
」
全
般
に
ま
で
ひ
ろ
く
及
ぶ
と
解
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
職
務
権
限
が
同
じ
く
基
本
的

に
は
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
会
計
監
査
人
の
場
合
と
同
様
に
、
監
査
特
例
法
第
七
条
第
三
項
の
立
法
趣
旨
に
な
ら
つ
て
「
会
計
に
関
す
る
報

告
」
に
限
定
し
て
解
釈
す
べ
き
か
、
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
こ
の
問
題
の
解
決
は
、
単
に
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
の
法
解
釈
上
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
改
正
商
法
が
、
監
査
役
の
子
会
社
に
対

す
る
こ
の
報
告
徴
収
権
限
の
行
使
を
子
会
社
の
業
務
お
よ
び
財
産
状
況
の
調
査
権
限
の
前
提
条
件
と
し
て
把
え
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
同
条
第
三

項
の
法
適
用
上
も
、
意
味
を
も
っ
。

　
（
1
）
　
こ
の
制
度
の
必
要
性
お
よ
び
重
要
性
を
こ
と
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
矢
沢
惇
「
商
法
改
正
の
諸
問
題
」
六
頁
お
よ
び
一
〇
頁
。

二
　
監
査
役
の
報
告
徴
収
権
限

　
ま
ず
、
資
本
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
監
査
役
の
職
務
は
会
計
監
査
に
限
ら
ず
業
務
監
査
に
ま
で
及
ぶ
か
ら
　
（
商
法

第
二
七
四
条
第
一
項
参
照
）
、
監
査
役
は
何
時
で
も
取
締
役
に
対
し
「
営
業
ノ
報
告
」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
（
商
法
第
二
七
四
条
第
二
項
前
段
）
、

ま
た
何
時
で
も
「
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
調
査
ス
ル
」
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
商
法
第
二
七
四
条
第
二
項
後
段
）
．

　
従
つ
て
、
右
の
場
合
、
親
会
社
の
監
査
役
が
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
に
子
会
社
に
対
し
ひ
ろ
く
「
営
業
ノ
報
告
」
を
求
め

う
る
こ
と
に
は
（
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
）
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
る
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
無
論
、
こ
こ
に
「
営
業
ノ
報
告
」
と
い
う
の
は
、
親
会
社
の
監
査
と
い
う
親
会
社
監
査
役
の
職
務
を
行
な
う
た
め
に
必
要
な
限
り
で
具
体
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

特
定
さ
れ
る
必
要
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
な
い
し
、
会
社
の
業
務
ま
た
は
財
産
に
関
す
る
も
の
を
も
含
む
全
営
業

　
（
4
）

活
動
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
か
ら
具
体
的
に
特
定
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
監
査
役
の
職
務
は
基
本
的
に
は
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら

　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
（
一
一
八
一
）



　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
（
一
一
八
二
）

（
監
査
特
例
法
第
一
三
条
、
第
二
五
条
、
監
査
特
例
法
要
綱
第
六
参
照
）
、
監
査
役
が
何
時
で
も
行
使
し
う
る
権
限
と
し
て
は
、
「
会
計
の
帳
簿
及
び
書
類
」

の
閲
覧
も
し
く
は
謄
写
を
す
る
こ
と
（
監
査
特
例
法
第
一
三
条
第
二
項
前
段
）
と
．
取
締
役
に
対
し
て
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
（
同
第
≡
一
条
第
二
項
後
段
）
と
に
ま
ず
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
ま
た
、
「
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
」
権
限

も
、
先
の
資
本
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
に
お
け
る
よ
う
に
何
時
で
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
監
査
役
が
会
計
監
査
と
い
う

「
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
」
（
監
査
特
例
法
第
二
二
条
第
三
項
）
に
限
つ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
場
合
、
当
該
親
会
社
の
監
査
役
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
子
会
社
に

対
す
る
報
告
徴
収
権
限
（
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
）
が
、
も
し
そ
の
文
言
通
り
ひ
ろ
く
す
べ
て
の
「
営
業
」
に
及
び
う
る
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
．
そ
の
職
務
が
基
本
的
に
は
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
監
査
役
の
権
限
と
し
て
は
、
た
と
え
「
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
為
必
要
ア
ル
ト
キ
」
に

限
つ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
云
え
、
極
め
て
異
例
の
こ
と
に
属
し
、
そ
の
意
味
で
特
殊
な
取
扱
で
あ
る
と
云
つ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

も
っ
と
も
、
　
『
こ
の
権
限
は
、
か
つ
て
子
会
社
を
利
用
し
た
粉
飾
決
算
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
ま
た
、
商
法
上
は
連
結
財
務
諸
表
の
作

成
が
強
制
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
予
想
さ
れ
る
粉
飾
の
防
止
の
目
的
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
親
会
社
の
監
査
の
必
要
上
要
求
さ

　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
る
限
度
内
で
、
子
会
社
の
取
引
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
』
と
す
れ
ば
、
親
会
社
監
査
役
に
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
子

会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
は
ひ
ろ
く
「
営
業
」
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
あ
つ
て
一
向
に
差
支
え
な
い
と
も
考
え
え
な
い
で
は
な
い
。

　
現
に
、
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
の
文
言
が
明
ら
か
に
「
営
業
ノ
報
告
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
同
条
が
資
本
の
額
が
一
億
円

以
下
の
株
式
会
社
の
監
査
役
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
疑
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
監
査
特
例
法
第
二
五
条
参
照
）
、
文
献
上
も
、
こ
の
点

に
っ
い
て
は
何
ら
制
約
す
る
こ
と
な
く
「
営
業
ノ
報
告
」
を
求
め
う
る
旨
を
明
言
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
職
務
が
基
本
的
に
は
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
場



合
に
お
い
て
も
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定
の
文
言
通
り
「
営
業
ノ
報
告
」
を
求
め
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
、

そ
の
職
務
が
基
本
的
に
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
会
計
監
査
人
の
場
合
、
監
査
特
例
法
が
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
を
「
会
計
に
関
す

る
報
告
」
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
を
い
か
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
文
献
に
よ
る
と
、
会
計
監
査
人
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
が
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
定
さ
れ
る
の
は
、
会
計
監
査
人
が
『
親

会
社
の
会
計
に
関
す
る
調
査
権
の
み
を
有
す
る
か
ら
』
で
あ
り
、
従
つ
て
ま
た
会
計
監
査
人
の
子
会
社
に
対
す
る
業
務
財
産
状
況
調
査
権
限
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
（
8
）

『
会
計
関
連
事
項
の
調
査
に
限
定
さ
れ
る
』
の
は
『
当
然
の
こ
と
』
で
あ
る
と
い
う
。

　
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
職
務
が
基
本
的
に
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お

け
る
監
査
役
の
場
合
と
、
同
じ
く
そ
の
職
務
が
基
本
的
に
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
会
計
監
査
人
の
場
合
と
で
、
子
会
社
に
対
す
る

報
告
徴
収
権
限
の
対
象
な
い
し
範
囲
が
異
な
る
の
は
、
一
体
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
）
　
報
告
を
求
め
る
事
項
は
特
定
か
つ
具
体
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
抽
象
的
に
子
会
社
の
全
営
業
に
関
す
る
事
項
と
い
う
よ
う
な
報
告
要
求
は
許
さ
れ
な
い
。
田
辺
明
・

加
藤
一
趨
・
黒
木
学
「
商
法
改
正
三
法
の
逐
条
解
説
」
別
冊
商
事
法
務
二
四
号
コ
一
頁
、
並
木
俊
守
「
新
商
法
の
逐
条
解
説
」
九
〇
頁
、
加
藤
一
起
「
親
子
会
社
の
判
定
・
子
会
社

調
査
手
続
等
（
改
正
商
法
実
務
相
談
）
」
商
事
法
務
六
七
二
号
一
二
頁
、
加
美
和
照
「
子
会
社
の
監
査
」
産
業
経
理
三
四
巻
九
号
四
八
頁
。
同
旨
、
堀
旦
旦
「
監
査
役
制
度
」
改
正
商

法
詳
説
二
七
頁
、
鮫
島
真
男
「
改
正
商
法
－
改
正
の
す
べ
て
と
実
務
」
三
七
頁
、
大
阪
工
業
会
法
律
懇
話
会
編
「
改
正
商
法
の
実
務
と
問
題
点
」
一
一
頁
。

（
3
）
　
酒
巻
俊
雄
「
会
計
監
査
人
の
権
限
等
」
改
正
商
法
詳
説
一
二
二
頁
参
照
。

（
4
）
　
居
林
次
雄
「
改
正
商
法
詳
解
」
七
五
頁
、
並
木
前
掲
九
〇
頁
、
加
美
・
前
掲
産
業
経
理
四
八
頁
．

（
5
）
　
大
阪
工
業
会
法
律
懇
話
会
編
・
前
掲
一
一
頁
。
な
お
傍
点
は
大
賀
。

（
6
）
　
例
え
ば
、
久
保
欣
哉
「
監
査
役
に
よ
る
監
査
」
企
業
会
計
二
六
巻
五
号
六
五
頁
、
加
美
和
照
「
中
小
会
社
の
特
例
」
改
正
商
法
詳
説
工
ハ
三
頁
、
同
・
前
掲
産
業
経
理
五
一
頁
．

居
林
・
前
掲
三
三
〇
頁
、
山
7
証
券
経
済
研
究
所
編
「
新
商
法
解
説
」
五
六
頁
な
ど
。

　
　
そ
の
他
、
例
え
ぽ
、
鮫
島
・
前
掲
三
八
頁
、
並
木
俊
守
「
改
正
商
法
の
手
引
」
一
〇
九
頁
、
大
阪
工
業
会
法
律
懇
話
会
編
・
前
掲
一
三
頁
な
ど
は
、
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
が
資

本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
監
査
役
に
も
適
用
さ
れ
る
旨
述
べ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
前
者
と
同
一
に
帰
す
る
．

　
　
た
だ
し
、
酒
巻
俊
雄
「
改
正
商
法
の
理
論
と
実
務
」
二
四
頁
の
み
は
、
小
会
社
の
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
を
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
定
さ
れ
て
い

　
る
が
、
矛
．
の
根
拠
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
（
一
一
八
三
）



　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て

（
7
）
　
居
林
・
前
掲
七
五
頁
以
下
．

（
8
）
　
大
阪
工
業
会
法
律
懇
話
会
編
・
前
掲
コ
ニ
頁
も
『
監
査
役
の
「
営
業
報
告
」
請
求
権
に
対
し
、

当
然
で
あ
る
』
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
三
　
会
計
監
査
人
の
報
告
徴
収
権
限

三
二
　
　
（
＝
八
四
）

業
務
監
査
権
の
な
い
会
計
監
査
人
が
「
会
計
報
告
」
請
求
権
に
限
ら
れ
る
の
は

　
監
査
特
例
法
に
よ
れ
ば
、
資
本
の
額
が
五
億
円
以
上
の
株
式
会
社
の
場
合
、
監
査
役
に
よ
る
監
査
の
ほ
か
、
会
計
監
査
人
に
よ
る
監
査
が
強
制

さ
れ
て
い
る
が
（
同
法
第
二
条
）
、
そ
の
会
計
監
査
人
の
職
務
は
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
職
務
と
同
じ
く
、

基
本
的
に
は
会
計
監
査
に
限
定
さ
れ
て
お
り
（
同
法
第
二
条
）
、
従
つ
て
ま
た
そ
の
権
限
も
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監

査
役
の
そ
れ
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
云
つ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
監
査
特
例
法
第
七
条
第
一
項
に
よ
り
、
会
計
監
査
人
が
何
時
で
も

行
使
し
う
る
権
限
と
し
て
は
、
「
会
計
の
帳
簿
及
び
書
類
」
の
閲
覧
も
し
く
は
謄
写
を
す
る
こ
と
と
、
取
締
役
に
対
し
て
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
に
ま
ず
限
定
さ
れ
て
い
る
点
は
、
監
査
特
例
法
第
二
二
条
第
二
項
と
全
く
同
じ
で
あ
る
し
、
第
二
に
、
同
法
第

七
条
第
二
項
に
よ
り
、
「
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
」
権
限
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
会
計
監
査
人
が
会
計
監
査
と
い
う
「
そ
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
」
に
限
ら
れ
て
い
る
点
も
、
同
法
第
二
二
条
第
三
項
と
全
く
差
異
が
な
い
。

　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
監
査
特
例
法
第
七
条
第
三
項
の
み
は
、
会
計
監
査
人
が
会
計
監
査
と
い
う
「
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と

き
」
子
会
社
に
対
し
て
求
め
う
る
報
告
を
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
定
し
、
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
の
「
営
業
ノ
報
告
」
と
は
異
な

る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
監
査
特
例
法
第
七
条
第
四
項
は
、
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
の
規
定
を
こ
の
場
合

に
つ
い
て
準
用
し
て
い
る
か
ら
、
親
会
社
の
会
計
監
査
人
が
子
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
し
う
る
場
合
な
ら
び
に
子
会
社
が
そ
の
報

告
ま
た
は
調
査
を
拒
否
し
う
る
場
合
の
要
件
効
果
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
監
査
役
に
よ
る
と
き
と
内
容
に
お
い
て
完
全
に
一
致
す
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
職
務
が
同
じ
く
基
本
的
に
会
計
監
査
に
限
ら
れ
る
会
計
監
査
人
の
場
合
と
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式



会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
場
合
と
で
、
そ
の
権
限
に
つ
い
て
は
両
者
殆
ん
ど
同
様
に
取
扱
う
に
も
拘
ら
ず
、
会
計
監
査
と
い
う
そ
の
職
務
を
行
な

う
た
め
必
要
が
あ
る
と
ぎ
」
子
会
社
に
対
し
て
求
め
う
る
報
告
が
、
前
者
に
あ
つ
て
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
定
し
な
が
ら
、
後
者
に
あ

つ
て
は
「
営
業
ノ
報
告
」
と
し
て
い
る
法
の
実
質
的
根
拠
は
、
両
者
共
通
の
職
務
権
限
（
監
査
特
例
法
第
七
条
第
一
項
と
第
二
二
条
第
二
項
、
第
七
条
第

二
項
と
第
二
二
条
第
三
項
、
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
と
監
査
特
例
法
第
七
条
第
四
項
）
以
外
の
点
に
探
し
求
め
う
る
か
が
問
題
と
な
る
．

　
（
9
）
　
並
木
・
前
掲
逐
条
解
説
二
六
六
頁
．

　
（
1
0
）
　
並
木
・
前
掲
二
六
七
頁
。

四

会
計
監
査
人
の
職
務
権
限
と
資
本
金
一
億
円
以
下
の
小
会
社
に
お
け
る

監
査
役
の
職
務
権
限
と
の
比
較

　
以
下
、
会
計
監
査
人
と
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
と
の
相
違
点
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
監
査
特
例
法
第
七
条
第

三
項
に
い
う
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
と
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
に
い
う
「
営
業
ノ
報
告
」
と
の
区
別
の
実
質
的
根
拠
た
り
う
る
か
否
か

を
順
次
検
討
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
監
査
特
例
法
第
二
条
に
い
う
「
商
法
第
二
八
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
そ
の
附
属
明
細
書
」

と
、
同
第
二
二
条
に
い
う
「
取
締
役
が
株
主
総
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
会
計
に
関
す
る
書
類
」
と
は
、
具
体
的
に
は
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

書
、
な
ら
び
に
準
備
金
お
よ
び
利
益
ま
た
は
利
息
の
配
当
に
関
す
る
議
案
を
含
む
点
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
後
者
が
附
属
明
細
書
を
含
ま
な
い
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
（
商
法
第
二
八
三
条
第
一
項
参
照
）
異
な
る
．
し
か
し
、
会
計
監
査
人
が
計
算
書
類
附
属
明
細
書
を
も
監
査
の
対
象
と
し
て
い
る
の
と
全
く
同
様

に
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
場
合
に
も
、
商
法
第
二
八
一
条
ノ
四
の
規
定
に
よ
り
（
監
査
特
例
法
第
二
五
条
参

照
）
、
計
算
書
類
附
属
明
細
書
の
監
査
を
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
規
定
の
準
拠
が
異
な
る
だ
け
で
、
実
質
に
お
い
て
こ
の
点
に
差
異
は

　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
（
二
八
五
）



親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
微
取
権
限
に
つ
い
て

三
四
　
　
（
コ
八
六
）

な
い
。

　
次
に
、
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
は
、
計
算
書
類
お
よ
び
そ
の
附
属
明
細
書
の
「
監
査
」
　
（
監
査
特
例
法
第
二
条
）
の
結
果
は
　
「
監
査
報
告
書
」

（
同
第
一
三
条
お
よ
び
第
一
五
条
）
に
し
た
た
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
定
時
総
会
に
お
け
る
会
計
監
査
人
か
ら
の
報
告
は
例
外
（
同
第
一
八
条
参

照
）
を
除
き
原
則
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、
さ
ら
に
、
計
算
書
類
の
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
は
そ
の
記
載
事
項
が
法
定
さ
れ
て
い
る
（
同

第
一
三
条
第
二
項
）
の
に
対
し
て
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
場
合
に
は
、
会
計
に
関
す
る
書
類
の
「
調
査
」
（
同

第
一
三
条
）
の
結
果
は
「
監
査
報
告
書
」
（
同
第
二
三
条
、
附
属
明
細
書
に
つ
き
商
法
第
二
八
一
条
ノ
四
参
照
）
に
し
た
た
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
記
載
事
項
は
別
段
法
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
（
監
査
特
例
法
第
二
五
条
．
商
法
第
二
八
一
条
ノ
三
参
照
）
、
ま
た
そ
れ
と
は
別
に

必
ず
株
主
総
会
に
意
見
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
監
査
特
例
法
第
一
三
条
第
一
項
、
な
お
商
法
第
二
七
五
条
参
照
）
．
し
か

し
、
「
監
査
」
も
「
調
査
」
も
そ
の
実
質
に
お
い
て
変
り
は
な
く
、
い
ず
れ
も
「
監
査
報
告
書
」
に
し
た
た
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ

の
記
載
事
項
が
法
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
お
よ
び
株
主
総
会
へ
の
監
査
報
告
の
有
無
等
の
差
異
は
、
先
の
問
題
解
決
に
役
立
つ
も
の
で
は
あ
り

え
な
い
。
こ
れ
ら
は
監
査
の
結
果
に
属
す
る
事
柄
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
．

　
次
に
、
計
算
書
類
の
提
出
期
限
（
監
査
特
例
法
第
二
一
条
お
よ
び
第
≡
二
条
第
一
項
）
、
従
つ
て
ま
た
そ
の
監
査
報
告
書
の
提
出
期
限
（
同
第
一
三
条

お
よ
び
第
…
二
条
第
二
項
、
な
お
第
一
四
条
参
照
）
、
な
ら
び
に
附
属
明
細
書
の
提
出
期
限
（
同
第
一
五
条
第
一
項
お
よ
び
商
法
第
二
八
一
条
ノ
四
第
一
項
）
、

従
つ
て
ま
た
そ
の
監
査
報
告
書
の
提
出
期
限
（
監
査
特
例
法
第
一
五
条
第
二
項
お
よ
び
商
法
第
二
八
一
条
ノ
四
第
二
項
）
が
、
定
時
総
会
の
会
日
を
基
準

と
す
る
限
り
、
会
計
監
査
人
の
場
合
と
監
査
役
の
場
合
と
で
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
も
計
算
書
類
ま
た

は
そ
の
附
属
明
細
書
を
受
領
し
た
日
を
基
準
に
し
て
監
査
報
告
書
の
提
出
期
限
を
比
較
す
る
限
り
、
両
者
の
間
に
全
く
差
異
は
な
い
。
そ
し
て
、

子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
監
査
期
間
が
問
題
た
り
う
る
の
み
で
あ
つ
て
、
定
時
総
会
ま
で
の
間
隔
は
お
よ
そ
無
縁
の
こ

と
で
あ
ろ
う
．



　
次
に
、
会
計
監
査
人
の
選
任
ま
た
は
解
任
は
、
監
査
役
の
過
半
数
の
同
意
を
得
る
ヒ
と
を
法
定
要
件
と
し
て
取
締
役
会
の
決
議
を
も
つ
て
な
さ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
に
対
し
（
監
査
特
例
法
第
三
条
お
よ
び
第
六
条
）
、
監
査
役
の
選
任
ま
た
は
解
任
は
株
主
総
会
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
（
商
法
第

二
八
○
条
↓
第
二
五
四
条
、
第
二
五
七
条
）
．
し
か
し
、
選
出
母
体
の
違
い
が
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
の
対
象
な
い
し
範
囲
を
変
え
る
直
接

の
係
わ
り
を
も
つ
も
の
と
は
毛
頭
考
え
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
の
場
合
と
は
異
な
つ
て
（
商
法
第
二
七
三
条
）
、
そ
の
任
期
に
関
す
る
法
の
規
定
が
な
い
が
、
こ
の
点

も
先
の
問
題
の
実
質
的
根
拠
と
な
り
難
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
会
計
監
査
人
の
場
合
に
は
、
そ
の
資
格
が
「
公
認
会
計
士
（
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
）
又
は
監
査
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
　
（
監
査
特
例
法
第
四
条
第
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
監
査
役
の
場
合
に
は
、
兼
任
禁
止
（
商
法
第
二
七
六
条
）
は
と
も
か
く
、
何
ら

資
格
の
限
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
仮
り
に
こ
の
点
が
先
の
問
題
の
合
理
的
根
拠
た
り
う
る
も
の
と
想
定
す
れ
ば
、
そ
の

こ
と
は
平
た
く
云
え
ば
、
職
業
的
専
門
家
で
あ
る
会
計
監
査
人
に
よ
る
と
き
は
、
当
該
会
社
の
会
計
監
査
と
い
う
職
務
を
行
な
う
た
め
の
必
要
上

そ
の
子
会
社
に
対
し
て
報
告
を
求
め
る
の
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
が
、
職
業
的
専
門
家
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
監
査

役
に
ょ
る
と
き
は
、
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
の
み
で
は
足
り
ず
「
営
業
ノ
報
告
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
そ
の
方
が
望

ま
し
い
、
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
．
し
か
し
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
に

つ
い
て
は
、
当
該
監
査
対
象
会
社
に
お
い
て
で
さ
え
、
基
本
的
に
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
の
徴
収
に
限
ら
れ
て
い
る
（
監
査
特
例
法
第
一
三
条

第
二
項
）
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
仮
説
は
当
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
監
査
特
例
法
第
八
条
は
、
取
締
役
の
不
正
行
為
等
を
発
見
し
た
場
合
の
会
計
監
査
人
の
報
告
義
務
を
定
め
る
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い

る
が
、
こ
れ
が
先
の
問
題
と
直
接
の
関
連
を
も
つ
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
監
査
特
例
法
第
一
〇
条
は
、
会
計
監
査
人
の
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
要
件
な
ら
び
に
過
失
に
つ

　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
一
一
八
七
）



　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
へ
一
一
八
八
）

い
て
の
挙
証
責
任
等
は
、
監
査
役
の
場
合
（
商
法
第
二
八
○
条
↓
第
三
ハ
六
条
ノ
三
参
照
）
と
は
異
な
る
取
扱
を
う
け
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
も
ま
た
先
の
問
題
と
は
全
く
無
縁
で
あ
る
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
最
後
に
残
る
両
者
の
違
い
は
、
監
査
対
象
会
社
の
資
本
の
額
が
五
億
円
以
上
か
、
そ
れ
と
も
一
億
円
以
下
の
株
式

会
社
で
あ
る
か
の
遠
い
だ
け
に
な
つ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
会
計
監
査
人
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
を
「
会
計
に
関
す

る
報
告
」
に
限
定
し
、
監
査
役
の
そ
れ
を
「
営
業
ノ
報
告
」
に
ま
で
認
め
る
合
理
的
根
拠
に
な
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　
右
の
指
摘
に
遺
漏
が
な
く
、
ま
た
そ
の
検
討
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
少
な
く
と
も
云
え
る
こ
と
は
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以

下
の
株
式
会
社
に
お
け
る
監
査
役
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
が
基
本
的
に
会
計
監
査
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権

限
を
ひ
ろ
く
「
営
業
ノ
報
告
」
に
ま
で
認
め
る
こ
と
に
必
ず
し
も
合
理
的
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ひ
ぎ
つ
づ
い
て
考
察
す
べ
ぎ
点
は
、
そ
れ
で
は
反
対
に
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
監
査
役
に
も
当
然
適
用
さ
れ
る

商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
を
、
「
営
業
ノ
報
告
」
と
規
定
す
る
そ
の
文
言
に
も
拘
ら
ず
、
会
計
監
査
人
に
関
す
る
監
査
特
例
法
第
七
条
第
三

項
と
同
様
に
、
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
と
い
う
風
に
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
の
合
理
的
根
拠
如
何
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
点
に
関
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
法
は
そ
の
職
務
を
基
本
的
に
会
計
監
査
に
限
つ
て
い
る
場
合
そ
の
権
限
に
つ
い
て
も
基
本
的

に
は
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限
つ
て
い
る
こ
と
（
監
査
特
例
法
第
七
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
二
条
第
二
項
）
、
第
二
に
、
法
は
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め

必
要
が
あ
る
と
き
に
限
つ
て
会
社
の
業
務
財
産
状
況
の
調
査
権
限
を
認
め
て
い
る
こ
と
（
同
第
七
条
第
二
項
お
よ
び
第
一
三
条
第
三
項
）
、
従
つ
て
第
三

に
．
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
の
必
要
上
と
は
云
い
な
が
ら
、
子
会
社
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
そ
の
権
限
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
を
求

め
る
こ
と
で
十
分
足
り
る
筈
で
あ
り
、
必
ず
し
も
「
営
業
ノ
報
告
」
に
ま
で
及
ぶ
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
会
計
監

査
人
に
つ
き
ま
さ
に
監
査
特
例
法
第
七
条
第
三
項
が
実
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
改
正
法
案
の
国
会
審
議
に
お
い
て
修
正
附
加
さ
れ
た
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
四
項
等
に
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
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よ
う
に
、
子
会
社
と
い
え
ど
も
独
立
の
人
格
を
有
す
る
会
社
で
あ
る
以
上
、
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
お
よ
び
業
務
財

産
状
況
調
査
権
限
は
、
親
会
社
の
会
計
監
査
と
い
う
「
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
」
に
限
定
さ
れ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の

対
象
な
い
し
範
囲
も
、
そ
の
職
務
遂
行
上
必
要
か
つ
最
少
限
に
と
ど
め
る
べ
く
、
従
つ
て
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
場
合
親
会
社

監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
の
範
囲
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
定
し
て
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
つ
と
も
、
別
の
考
え
方
を
と
れ
ば
、
「
営
業
ノ
報
告
」
は
そ
の
ま
ま
文
言
通
り
に
解
し
て
い
て
も
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社

に
お
け
る
監
査
役
の
職
務
は
基
本
的
に
会
計
監
査
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
会
計
監
査
と
い
う
「
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
」
で
あ
る
か
否
か
の

基
準
に
ょ
つ
て
親
会
社
監
査
役
の
権
限
の
濫
用
は
防
止
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
従
つ
て
ま
た
子
会
社
は
そ
の
独
立
性
を
保
ち
う
る
と
す
る
議
論
も

あ、

り
え
な
い
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
前
提
条
件
、
す
な
わ
ち
監
査
役
が
「
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
で
あ

る
と
き
」
か
否
か
の
判
断
と
、
そ
の
前
提
条
件
が
み
た
さ
れ
た
場
合
の
報
告
徴
収
の
対
象
な
い
し
範
囲
如
何
、
す
な
わ
ち
「
営
業
」
に
関
し
て
の

報
告
を
求
め
う
る
か
そ
れ
と
も
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
ら
れ
る
か
の
間
題
と
は
、
次
元
の
異
な
る
別
個
の
事
柄
で
あ
つ
て
、
殊
に
商
法
第

二
七
四
条
ノ
三
第
三
項
が
『
親
会
社
ノ
監
査
役
ハ
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
報
告
ヲ
求
メ
タ
ル
場
合
二
於
テ
子
会
社
ガ
遅
滞
ナ
ク
報
告
ヲ
為
サ
ザ
ル

ト
キ
又
ハ
其
ノ
報
告
ノ
真
否
ヲ
確
カ
ム
ル
為
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
報
告
ヲ
求
メ
タ
ル
事
項
二
関
シ
子
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
』
と
規
定
し
て
両
者
を
区
別
す
る
と
共
に
、
子
会
社
に
対
す
る
業
務
財
産
状
況
の
調
査
権
限
の
行
使
の
前
提
条
件
と
し
て
、
報
告
徴
収
権
限

の
行
使
お
よ
び
「
報
告
ヲ
求
メ
タ
ル
事
項
」
に
関
す
る
子
会
社
の
不
完
全
報
告
ま
た
は
真
否
確
認
の
必
要
性
を
規
定
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、

両
者
を
区
別
す
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
、
こ
の
た
び
新
設
さ
れ
た
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
は
、
こ
こ
で
当
面
問
題
の
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
に
つ
い
て
云
え
ば
、
　
「
商
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱
」
第
一
（
監
査
役
の
職
務
及
び
権
限
等
）
の
4
の
イ
『
親
会
社
（
他
の
株
式
会
社
の
過
半
数
の
昧
式
又
は
他
の
有
限
会
社
の
資
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親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
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す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
（
二
九
〇
）

本
の
過
半
に
当
た
る
出
資
口
数
を
有
す
る
会
社
）
の
監
査
役
は
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
子
会
社
（
当
該
他
の
株
式
会
社
又
は
有

限
会
社
等
）
に
対
し
営
業
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
』
お
よ
び
同
第
一
の
4
の
ロ
『
親
会
社
の
監
査
役
は
、
イ
に
ょ
り
報
告
を
求
め
た
場

合
に
お
い
て
、
子
会
社
が
報
告
を
せ
ず
、
又
は
そ
の
報
告
の
真
否
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
報
告
を
求
め
た
事
項
に
関
し
子
会
社
の
業

務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
昭
和
四
八
年
三
月
一
六
日
閣
議
決
定
の
「
商
法
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
第
一
の
3
の
イ
お
よ
び
・
と
そ
れ
ぞ
れ
同
文
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
各
々
、
昭
和
四
五
年
三
月
三
〇
日
法
制
審
議
会
決
定
の
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
第
一
の
三
の
ー
『
他

の
株
式
会
社
の
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
を
こ
え
る
株
式
を
有
す
る
会
社
又
は
他
の
有
限
会
社
の
資
本
の
二
分
の
一
を
こ
え
る
出
資
口
数

を
有
す
る
会
社
（
以
下
「
支
配
会
社
」
と
い
う
．
）
の
監
査
役
は
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社

（
以
下
「
従
属
会
社
」
と
い
う
．
）
　
に
対
し
営
業
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
．
』
お
よ
び
同
第
一
の
三
の
3
『
支
配
会
社
の
監
査
役
は
、
1
に

よ
り
報
告
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
従
属
会
社
が
遅
滞
な
く
報
告
を
せ
ず
、
又
は
そ
の
報
告
の
真
否
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
従
属

会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
』
に
基
づ
く
が
、
「
親
会
社
」
「
子
会
社
」
と
「
支
配
会
社
」
「
従
属
会
社
」
と
の
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

称
は
違
う
も
の
の
、
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
両
要
綱
の
間
に
差
異
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
昭
和
四
四
年
七
月
一
六
日
法
制
審
議
会
商
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

部
会
決
定
の
「
株
式
会
社
監
査
制
度
改
正
要
綱
案
」
第
一
の
三
の
ー
お
よ
び
3
と
そ
れ
ぞ
れ
同
文
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
を
さ
ら
に
た
ぐ
れ
ば
、
昭
和
四
三
年
九
月
三
日
公
表
さ
れ
た
「
株
式
会
社
監
査
制
度
改
正
に
関
す
る
民
事
局
参
事
官
室
試
案
」
第

　
（
1
7
）

一
の
三
に
ま
で
遡
れ
る
が
、
こ
の
試
案
に
お
い
て
は
、
支
配
会
社
の
監
査
役
が
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
認
め
ら
れ
る
従
属
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

社
に
対
す
る
営
業
報
告
徴
収
権
限
と
業
務
財
産
状
況
調
査
権
限
と
は
並
列
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
前
記
要
綱
案
な
ら
び
に
要
綱
従
つ

て
ま
た
改
正
法
第
二
七
四
条
ノ
三
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
は
、
営
業
報
告
徴
収
権
限
を
第
一
次
的
な
も
の
と
し
、
業
務
財
産
状
況
調
査
権
限
の
方

　
　
　
　
　
（
19
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

は
い
わ
ば
補
充
的
な
い
し
第
二
次
的
な
も
の
と
し
て
段
階
的
に
取
扱
つ
て
い
る
．



　
右
に
述
べ
た
立
法
の
経
過
を
み
る
と
、
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
は
、
株
式
会
社
の
監
査
制
度
の
強
化
を
主
眼
点
と

す
る
こ
の
た
び
の
商
法
改
正
が
検
討
さ
れ
始
め
た
当
初
か
ら
、
一
貫
し
て
「
営
業
ノ
報
告
」
を
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
は
疑
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
一
方
、
会
計
監
査
人
に
関
す
る
監
査
特
例
法
第
七
条
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
は
、
「
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法

律
要
綱
」
第
四
（
会
計
監
査
人
の
権
限
）
の
3
『
親
会
社
の
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
子
会
社
に
対
し
会

計
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
』
に
基
づ
く
が
、
こ
れ
は
昭
和
四
八
年
三
月
一
六
日
閣
議
決
定
の
同
法
律
案
要
綱
第
四
の
3
と
同
じ

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
さ
ら
に
、
昭
和
四
五
年
三
月
三
〇
日
法
制
審
議
会
決
定
の
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
第
一
四
（
大
会

社
の
特
例
）
の
六
の
3
『
支
配
会
社
の
会
計
監
査
人
は
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
従
属
会
社
に
対
し
会
計
に
関
す
る
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
ぎ
る
．
第
一
第
三
項
の
3
は
、
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。
』
に
基
づ
く
が
、
「
親
会
社
」
「
子
会
社
」
と
「
支
配
会
社
」
「
従

属
会
社
」
と
の
呼
称
は
違
う
も
の
の
、
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
両
要
綱
の
間
に
差
異
は
な
い
し
、
後
者
に
お
け
る
「
第
一
第
三
項
の
3
」
の
準

用
は
前
二
者
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
監
査
特
例
法
第
七
条
第
四
項
に
は
お
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
昭
和
四
四
年
七
月
一
六
日
法

制
審
議
会
商
法
部
会
決
定
の
「
株
式
会
社
監
査
制
度
改
正
要
綱
案
」
第
一
四
（
大
会
社
の
特
例
）
の
六
の
3
と
同
文
で
あ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
、
昭
和
四
三
年
九
月
の
「
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
試
案
」
第
一
一
（
大
会
社
の
特
例
）
の
六
の
3
は
『
支
配
会
社
の
会
計
監
査

人
は
、
そ
の
職
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
従
属
会
社
に
対
し
会
計
に
関
す
る
報
告
を
求
め
、
又
は
従
属
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

状
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
結
局
、
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
は
、
立
案
検
討
の
当
初
か
ら
、
子
会
社
に
対
す

る
報
告
徴
収
権
限
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
を
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
昭
和
四
三
年
九
月
の
「
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
試
案
」
も
、
昭
和
四
四
年
七
月
法
制
審
議
会
商
法
部

会
決
定
の
「
株
式
会
社
監
査
制
度
改
正
要
綱
案
」
も
、
そ
れ
か
ら
昭
和
四
五
年
三
月
法
制
審
議
会
決
定
の
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要

綱
」
も
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
特
例
を
定
め
る
べ
ぎ
「
大
会
社
」
の
範
囲
を
『
資
本
金
一
億
円
以
上
の
株
式
会
社
』
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
つ

　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
二
一
九
一
）



　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
（
一
一
九
二
）

た
し
、
従
つ
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
監
査
役
監
査
の
ほ
か
さ
ら
に
会
計
監
査
人
の
監
査
を
受
け
る
べ
ぎ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
つ
た
か
ら
、

そ
の
時
点
に
お
い
て
は
監
査
役
の
職
務
は
、
株
式
会
社
の
資
本
金
の
大
小
に
拘
ら
ず
す
べ
て
、
会
計
監
査
の
み
な
ら
ず
業
務
監
査
に
ま
で
及
ぶ
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
子
会
社
に
対
す
る
親
会
社
監
査
役
の
報
告
徴
収
権
限
が
「
営
業
ノ
報
告
」
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
え
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
昭
和
四
八
年
三
月
閣
議
決
定
の
「
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
要
綱
」
で
は
「
大
会
社
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

の
範
囲
を
『
資
本
の
額
が
五
億
円
以
上
の
株
式
会
社
』
に
限
定
す
る
と
同
時
に
、
同
要
綱
第
六
（
中
小
会
社
の
監
査
役
の
職
務
及
び
権
限
の
特
例
）
の

ー
は
『
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式
会
社
の
監
査
役
は
、
会
計
監
査
の
み
行
な
い
、
そ
の
権
限
は
、
会
計
監
査
に
必
要
な
範
囲
に
限
る
。
』
と
定

め
る
に
至
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
同
法
律
要
綱
と
な
り
、
監
査
特
例
法
第
二
二
条
以
下
に
お
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
「
中
小
会
社
」
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
の
職
務
を
会
計
監
査
の
み
に
限
り
、
そ
の
権
限

　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
や

を
会
計
監
査
に
必
要
な
範
囲
に
限
定
し
た
際
に
、
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
も
「
営
業
ノ
報
告
」
か
ら
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
定

す
べ
ぎ
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
け
だ
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
会
計
監
査
の
み
を
行
な
い
、
そ
の
権
限
も
会
計
監
査

に
必
要
な
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
会
計
監
査
人
に
つ
い
て
は
、
立
案
検
討
の
当
初
か
ら
一
貫
し
て
、
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限

の
対
象
は
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
し
、
会
計
監
査
の
み
を
行
な
い
そ
の
権
限
も
会
計
監
査
に
必
要
な
範
囲
に
限
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
「
中
小
会
社
」
の
監
査
役
の
場
合
に
も
、
同
様
に
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
の
徴
収
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
従
つ
て
「
営
業
ノ
報
告
」
に

ま
で
及
ぶ
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
n
）
　
並
木
・
前
掲
逐
条
解
説
二
六
六
頁
、
居
林
・
前
掲
三
二
三
頁
、
加
美
・
前
掲
書
一
六
二
頁
．

　
（
12
）
　
こ
の
他
、
会
計
に
関
す
る
書
類
で
あ
れ
ば
、
合
併
、
株
式
配
当
、
営
業
譲
渡
等
、
資
本
減
少
等
の
総
会
提
出
書
類
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
並
木
・
前
掲
逐
条
解
説
二

　
　
六
六
頁
参
照
。

　
（
⑱
）
　
監
査
法
人
中
央
会
計
事
務
所
編
「
昭
和
四
九
年
商
法
改
正
関
係
衆
参
両
院
法
務
委
員
会
議
録
（
抄
ご
殊
に
四
三
頁
以
下
、
並
木
前
掲
逐
条
解
説
九
二
頁
。



（
1
4
）
た
だ
し
、
前
者
の
八
は
後
者
に
は
な
か
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
中
央
会
計
事
務
所
編
・
前
掲
法
務
委
員
会
議
録
（
抄
）
四
五
頁
以
下
、
田
辺
・
加

藤
・
黒
木
・
前
掲
一
三
頁
．
な
お
株
懇
旬
報
七
二
一
号
三
頁
参
照
。

（
1
5
）
　
た
だ
し
、
後
者
の
要
綱
第
一
の
三
の
2
は
、
前
者
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
趣
旨
は
改
正
商
法
第
二
七
四
条
∠
二
第
二
項
に
お
り
こ
ま
れ
て
い
る
．

（
1
6
）
　
要
綱
案
第
一
の
三
の
2
に
つ
い
て
も
同
じ
。

（
17
）
　
本
文
に
つ
い
て
は
商
事
法
務
研
究
四
五
九
号
二
頁
参
照
．

（
18
）
　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
従
属
会
社
に
対
す
る
営
業
報
告
徴
収
権
限
の
重
要
性
は
評
価
さ
れ
な
が
ら
も
、
直
接
の
業
務
財
産
状
況
調
査
権
限
に
つ
い
て
は
監
査
役
の
場
合
こ
れ
を
認

　
め
る
べ
ぎ
で
な
い
と
い
う
反
対
意
見
も
あ
つ
た
、
例
え
ば
、
山
口
賢
「
従
属
会
社
に
対
す
る
監
査
役
・
会
計
監
査
人
の
調
査
権
」
商
事
法
務
研
究
四
六
九
号
一
四
頁
．

（
19
）
　
そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
「
座
談
会
・
株
式
会
社
監
査
制
度
改
正
要
綱
案
を
め
ぐ
つ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
三
四
号
二
一
二
頁
に
お
け
る
矢
沢
惇
発
言
お
よ
び
味
村
治
発
言
参

照
。

（
20
）
　
並
木
・
前
掲
逐
条
解
説
九
二
頁
、
味
村
・
前
掲
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
三
頁
は
、
こ
れ
が
、
子
会
社
と
い
え
ど
も
法
律
上
は
親
会
社
と
は
別
個
独
立
の
法
人
格
を
有
す
る
た
め
で
あ
る

　
と
い
う
．
な
お
前
掲
法
務
委
員
会
議
録
（
抄
）
四
四
頁
に
お
け
る
川
島
一
郎
政
府
委
員
の
発
言
参
照
．

（
2
1
）
　
会
計
報
告
徴
収
権
限
と
業
務
財
産
状
況
調
査
権
限
と
が
並
列
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
法
律
案
要
綱
お
よ
び
法
律
要
綱
な
ら
び
に
監
査
特
例
法
第
七
条
第
三
項
お
よ
び

第
四
項
で
は
、
段
階
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
記
註
（
1
8
）
（
1
9
）
（
2
0
）
参
照
．

　
　
な
お
、
山
口
・
前
掲
一
四
頁
以
下
は
、
会
計
監
査
人
に
関
す
る
参
事
官
室
試
案
第
工
の
六
の
3
に
は
賛
成
し
て
お
ら
れ
る
．

（
2
2
）
　
そ
の
際
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
矢
沢
惇
『
「
満
身
創
夷
」
の
商
法
改
正
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
六
〇
号
一
七
頁
参
照
．

五
　
む
　
す
　
び

　
以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
た
び
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
の
規
定
は
、
資
本
の
額
の
大
小
に
拘
ら
ず
す
べ
て
の
株
式

会
社
の
監
査
役
に
適
用
さ
れ
る
が
（
監
査
特
例
法
第
二
五
条
参
照
）
、
そ
の
第
一
項
に
い
う
「
営
業
ノ
報
告
」
は
、
資
本
の
額
が
一
億
円
以
下
の
株
式

会
社
に
お
け
る
監
査
役
の
場
合
に
限
つ
て
、
「
会
計
に
関
す
る
報
告
」
の
意
味
に
限
定
的
に
解
釈
す
べ
ぎ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
右
の
場
合
、
監
査

役
の
職
務
権
限
は
基
本
的
に
会
計
監
査
の
み
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
同
じ
く
会
計
監
査
を
担
う
べ
き
会
計
監
査
人
に
関
す
る
監
査
特
例

法
第
七
条
第
三
項
の
場
合
と
異
な
る
解
釈
に
合
理
的
根
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
を
同
様
に
取
扱
う
限
定
的
解
釈
の
方
に
理
論
上
合
理
性
が
あ
る

　
　
　
　
親
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
へ
二
九
…



　
　
　
窺
会
社
監
査
役
の
子
会
社
に
対
す
る
報
告
徴
収
権
限
に
つ
い
て

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
こ
の
解
釈
が
当
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
立
法
論
と
し
て
は
、
監
査
特
例
法
は
、

第
三
項
お
よ
び
第
四
項
と
同
趣
旨
の
規
定
を
設
け
る
と
共
に
、
第
二
五
条
に
お
い
て
、

つ
た
ろ
う
か
と
思
量
さ
れ
る
。

四
二
　
　
（
一
一
九
四
）

第
二
二
条
に
お
い
て
、
第
三
項
の
あ
と
に
、
同
法
第
七
条

商
法
第
二
七
四
条
ノ
三
を
適
用
除
外
と
す
べ
き
で
は
な
か

（
一
九
七
四
・
八
）


